
福岡市地下水汚染対策委員会 議事録 

 

                    平成１８年７月１８日（火）１５：３０～ 

                    市役所１５階第４会議室 

 

委員長の選任 

 井上委員長，島田副委員長に決定 

 

議題協議 

１．「福岡市地下水汚染対策委員会設置要綱」の改定について 

 【主な意見】 

  ※個人情報が関わる場合，事前に委員会に報告し，非公開とすること。 

 

２．土壌汚染対策法指定区域（指－１号）について 

 【主な意見】 

  ※雨水の流入がなくても，何らかの力が加わり有害物質が砂層に入ると，下流に広が

る可能性はある。 

  ※あくまでも建屋や地面を扱わないという前提で，措置命令はかけないというもので

ある。前提が崩れるようなことがあれば，当然措置を考えなければならない。 

  ※地表面近くは透水性が低いと考えられる。 

  ※汚染は粘性土の部分で止まっており，下には抜けていない。地下水は下部へ連続し

ているものではなく，上のほうで浮いている「宙水」と考えられる。 

  ※水害などによる汚染物質の流出が心配である。 

  ※柱状図を見ると火山灰の存在が判る。これは過去の阿蘇火山噴火によるもので，地

形的に高い場所と考えられる。地形的に冠水するような土地ではない。 

  ※総合的にみて汚染が拡大することはないと考え，事務局のまとめを承認する。 

 

３．土壌汚染対策法指定区域（指－２号）について 

 【主な意見】 

  ※有害物質を揮発させて吸着させる方法は実績がある。 

  ※微生物による浄化は高濃度の汚染には向いていない。 

  ※浄化事例については参考としてまとめておいたほうがよい。 
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福岡市地下水汚染対策委員会

日時 平成18年7月18日（火）15時30分～

場所 福岡市役所15階第４会議室

１ 開会

２ 開会の挨拶

環境局総務部長 井上 文博

３ 協議

（１ 「福岡市地下水汚染対策委員会設置要綱」の改定について）

（２）土壌汚染対策法指定区域（指－１号）について

（３）土壌汚染対策法指定区域（指－２号）の解除について

（４）その他

４ 閉会
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「土壌汚染対策法指定区域（指－１号）について」 

資  料 

 

                             ページ 

法３条調査について 

 図１  対象地周辺地図                 １ 

 図２  表層土壌調査地点図               ２ 

 表１  表層土壌調査結果                ３ 

 指定区域台帳                      ４ 

周辺井戸調査について 

 図３  周辺井戸調査地点                ５ 

 表２  周辺井戸 水質測定結果             ６ 

 図４  現在の状況                   ７ 

汚染拡大範囲の検討について 

 図５  汚染拡大範囲検討 フロー            ９ 

 図６  対象地付近の南北断面図             10 

 図７  対象地内 柱状図                11 

 図８  対象地付近柱状図（対象地より北１１０ｍ付近）  12 

 表３  地層毎の透水係数                13 

 図９  揚水試験による透水係数の算出          14 

 図１０ 流向・流速試験（トレーサー試験）        15 

 図１１ 流向・流速試験（トレーサー試験）結果      15 

 図１２ 移流拡散による汚染物質の拡大範囲        16 

深さ方向汚染範囲について 

 表４  深度別詳細調査結果               17 

 図１３ 柱状図（深度４～６ｍ）             18 

参考資料 クロム（Ｃｒ）                 19 

まとめ                          20 

 

18



図１ 

 

図1 対象地周辺地図 

 

  対象地   ：博多区博多駅南５丁目８３番２ 

  特定施設種類：電気めっき施設 

  廃止年月日 ：平成 16 年 8 月１日 

  土壌汚染対策法第３条調査報告：平成 17 年 2 月 15 日 
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図２ 表層土壌調査地点図 
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溶出量（ｍｇ／Ｌ） 含有量（ｍｇ／ｋｇ）

① 0.63 6

② 117 1,240

③ 46.2 681

指定基準 0.05 250

※　表層５０ｃｍまでの土壌調査結果

※　下線数値は指定基準超過

六価クロム
調査地点

表１　　表層土壌調査結果
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指定区域 

 

図３ 周辺井戸調査範囲 
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     ① 正面外観 

       入り口はシャッターで仕切られ、第３者は自由に立ち入ることのできない構   

造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ② 工場北側外観 

       工場への入り口もなく、屋根等により工場内に雨水が入り込まない構造とな

っている。 

 

図４ 現在の状況 （１） 
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      ③ 工場南側外観 

        工場への出入り口はなく、工場内に雨水が入り込まない構造となっている。 

 

 

 

 

図４ 現在の状況 （２） 
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図５　　　汚染拡大範囲の検討　フロー

既存資料の整理

　　○周辺のボーリング調査結果・文献資料

　　○地下水の流動方向

　　○帯水層の分布状況

　　○透水係数状況

ボーリングによる土質、地下水等調査

　　○周辺ボーリング

　　○地下水位調査

　　○トレーサー試験

解析検討

　　○調査内容及び調査結果の取りまとめ

　　○地盤の透水性

　　○地下水流動速度と方向

　　○汚染の程度と広がり

　　○地下水汚染拡大範囲の推定
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図７ 対象地内 柱状図 
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図８ 対象地付近柱状図（対象地より北１１０ｍ付近） 
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図９ 揚水試験による透水係数の算出 
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図１０ 流向・流速試験（トレーサー試験） 

 

 

図１１ 流向・流速試験（トレーサー試験）結果 
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図１２ 移流拡散による汚染物質の拡大範囲 

          条件：透水係数  ２．８９Ｅ－０５ cm/sec 

             動水勾配  １２／１０，０００ 

             有効間隙率 ２０％ 

             実流速   １．７３Ｅ－０７ cm/sec 

             遅延係数  １０ 

             分散係数  ５．９４×１０－６ cm2/sec 
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図１３ 柱状図（深度４～６ｍ） 
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参考資料 

 

クロム（Ｃｒ） 

 

１．一般的事項 

 １）物性及び性状 

   クロム（Ｃｒ）は、原子番号２４、銀白色の光沢をもった硬くて脆い金属で、空気

や水には酸化されず耐食性に富み、耐熱性、耐摩耗性に強い。 

 

 ２）用途 

   合金の原料として利用される他、クロムめっき、電池、顔料、皮なめし、釉薬、木

材の防腐剤等に用いられている。 

    

２．環境での挙動 

  クロムは主としてクロム鉄鉱として産出され、環境中に天然に存在するクロムの原子

価は三価のものにほぼ限られる。 

  環境水中のクロムは低いレベルであり、汚染が水道の水質管理に重要な問題となる場

合がある。また、三価のクロムは水道の塩素処理により六価クロムに酸化されるため、

安全性を考慮して総クロムを毒性の強い六価クロムとして評価している。 

 

     地殻     100mg/kg（平均） 

     海水     0.04 ～ 0.07μg/ｌ 

     河川水    0 ～ 0.1μg/ｌ 

穀類     0.07μg/g（平均） 

牛乳     0.013μg/g 

 

３．健康影響 

 １）ヒトの健康影響 

   クロムは微量必須元素で、不足すると代謝系に障害が生じる。 

六価クロムを含む空気やダストを吸入すると、鼻中隔の潰瘍や肺活量の減少など呼

吸器系の障害を生じ、肺ガンあるいは呼吸器系のガンとの相関性も認められている。 

   六価クロムは三価クロムに比べて毒性が強い。六価クロムの経口ＬＤ50 は

19.8mg/kg 体重である。 

 

   日本  水道水質基準      0.05mg/ｌ 

   ＷＨＯ （暫定値）       0.05mg/ｌ 

   ＥＣ （最大許容濃度）     0.05mg/ｌ 

 

 ２）摂取経路 

   六価クロムの消化管における吸収は２～１０％であり、吸収されたクロムの約８

０％以上が尿中に排泄される。 

   我が国の飲料水汚染例としては、1.52ppm の六価クロムが検出された井戸水を５年

間飲用したケースがあるが、何ら異常は認められなかった。 

 

（出典：上水試験方法解説編） 
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まとめ 

 

①  周辺地下水において、六価クロム汚染は見られない。 

  （ｐ６：表２） 

② 現在の状況から、第三者の立入は不可能であり、六価クロ  

ム含有土壌の直接摂取のおそれはない。 

  さらに、雨水が直接接触することもない。 

  （ｐ７～８：図４） 

③ 対象地の地質は、粘性の高い荒江層（火山砕屑物及び粘性

土）が分布し、汚染は深部に広がりにくい。 

  （ｐ１０：図６） 

④ 火山砕屑層中の地下水は、動水勾配は小さく透水係数が低

いことなどから、拡大範囲は非常に狭い。 

  （ｐ１６：図１２） 

⑤ 六価クロムによる汚染は、火山砕屑層および粘性土内にと

どまっており、それよりも下部の砂層にまで達していない。 

  （ｐ１７：表４） 

 

 

 以上の結果から、当該指定区域における六価クロム汚染土壌

については、直接摂取の観点からはそのおそれもなく、地下水

摂取の観点からもおそれは非常に少ないと考えられる。 

 従って、土壌汚染対策法施行令第 5 条の基準には該当せず、

直ちに土壌汚染対策法第 7 条の措置命令を発する必要はないと

考えられる。 

 なお、当該汚染が周辺へ拡散しないことを確認するため、今

後周辺井戸の水質モニタリングを年 2 回程度実施するとともに、

周辺土地の改変の状況についても監視を続けていくこととする。 
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